
居
住
者
が
特
定
の
損
害
保
険
契
約
等
に
係
る
（
火
災
保
険
に
附
帯
さ
れ
る
）
地
震
等
損

害
部
分
の
保
険
料
や
掛
金
等
を
支
払
っ
た
場
合
は
、
一
定
の
金
額
を
「
地
震
保
険
料
控
除
」

と
し
て
所
得
控
除
で
き
ま
す
。
こ
れ
に
伴
い
、
損
害
保
険
料
控
除
は
廃
止
に
な
り
ま
す
。

た
だ
し
、
経
過
措
置
と
し
て
平
成
18
年
12
月
31
日
ま
で
に
契
約
し
た
長
期
損
害
保
険
料

（
満
期
返
戻
金
が
あ
り
、
保
険
期
間
10
年
超
の
契
約
）
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
控
除
が
受

け
ら
れ
ま
す
。
短
期
損
害
保
険
料
控
除
は
廃
止
に
な
り
ま
す
。
所
得
税
は
平
成
19
年
分
よ

り
、
住
民
税
は
平
成
20
年
度
よ
り
に
適
用
さ
れ
ま
す
。

○
対
象
と
な
る
地
震
保
険
の
要
件

地
震
保
険
料
控
除
の
対
象
と
な
る
地
震
保
険
契
約
に
は
、
次
の
要
件
が
全
て
必
要
で
す
。

①
居
住
者
又
は
居
住
者
と
生
計
を

一
に
し
て
い
る
配
偶
者
そ
の
他

の
親
族
が
所
有
し
て
い
る
、
常

時
そ
の
居
住
の
用
に
供
す
る
家

屋
・
生
活
用
動
産
（
家
財
）
を

保
険
や
共
済
の
目
的
と
す
る
契

約
で
あ
る
こ
と

②
地
震
・
噴
火
又
は
津
波
等
を
原

因
と
す
る
火
災
・
損
壊
等
に
よ

る
損
害
額
を
て
ん
補
す
る
保
険

金
や
共
済
金
が
支
払
わ
れ
る
も

の
○
申
告
の
手
続
き

保
険
料
控
除
を
受
け
る
場
合
に

は
、
地
震
保
険
料
控
除
証
明
書
を

申
告
書
に
添
付
す
る
か
、
又
は
申

告
の
際
に
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

た
だ
し
、
年
末
調
整
で
控
除
し
た

場
合
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

▼
問
い
合
せ
先
＝
税
務
課
　
住
民
税
係
　
1
%6
９
１
２
２

償
却
資
産
の
申
告
は
1
月
31
日（
木
）ま
で

固
定
資
産
税
は
、
土
地
や
家
屋
の
ほ
か
償
却
資
産
（
事
業
用
）
の
所
有
者
に
対
し
て

も
課
税
さ
れ
ま
す
。

平
成
20
年
1
月
1
日
現
在
、
町
内
に
償
却
資
産
を
所
有
し
て
い
る
人
は
、
1
月
31
日

（
木
）
ま
で
に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
申
告
の
対
象
と
な
る
資
産
＝

平
成
20
年
1
月
1
日
現
在
、
町
内
に
存
在
す
る
事
業
用
資
産
（
土
地
、
家
屋
を
除
く
）

の
う
ち
、
減
価
償
却
費
が
損
金
や
必
要
経
費
に
算
入
さ
れ
る
資
産
で
次
の
よ
う
な
も
の
。

・
構
築
物
（
門
、
塀
、
看
板
、
駐
車
場
の
舗
装
路
面
等
）

・
機
械
、
装
置
及
び
こ
れ
に
付
帯
す
る
設
備

・
船
舶
（
ボ
ー
ト
、
釣
船
等
）

・
車
両
（
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
等
、
た
だ
し
自
動
車
税
、
軽
自
動
車
税
対
象
車
両
は
除
く
）

・
工
具
、
器
具
、
備
品
（
机
、
椅
子
、
パ
ソ
コ
ン
、
陳
列
ケ
ー
ス
等
）

＊
申
告
用
紙
は
税
務
課
に
あ
り
ま
す
。
な
お
、
平
成
19
年
に
申
告
の
あ
っ
た
人
に
は
12

月
中
に
申
告
書
を
送
付
し
て
お
り
ま
す
が
、
届
い
て
い
な
い
場
合
に
は
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。

▼
問
い
合
せ
先
＝
税
務
課
　
資
産
税
係
　
1
%6
９
１
２
３
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地
震
保
険
料
控
除
の
新
設
に
つ
い
て

○控除額計算表
支払った保険料等の合計額－剰余金・割戻金の合計額＝Ａ

⑤一つの保険契約で①と②のいずれも該当する場合（経過措置
の適用される火災保険に地震保険を付帯している契約）は、
どちらか一方の控除を選択の上適用します。

個人住民税の控除額所得税の控除額保険料等の区分

Ａ×１／２
（最高限度額２５，０００）

Ａ≦５０，０００の場合
Ａ①地震等損害保険契

約に係る保険料等 ５０，０００＜Ａの場合
５０，０００

Ａ≦５，０００の場合
Ａ

Ａ≦１０，０００の場合
Ａ

〔経過措置〕
②長期損害保険契約
に係る保険料等

１５，０００＜Ａ≦１５，０００の場合
Ａ×１／２＋２，５００

１０，０００＜Ａ≦２０，０００の場合
Ａ×１／２＋５，０００

１５，０００＜Ａの場合
１０，０００

２０，０００＜Ａの場合
１５，０００

①、②それぞれ計算した金額
の合計額（最高限度２５，０００）

①、②それぞれ計算した金額
の合計額（最高限度５０，０００）

③両方がある場合
（複数の契約）

控除の対象にはならない控除の対象にはならない④短期損害保険料

建物を取り壊したら
固定資産税は毎年１月１日現在、土

地・家屋・償却資産を所有している人に
課税されます。
町では、家屋の新増築・取り壊しの調

査に努めていますが、特に取り壊しの場
合、把握できないことがありますので、
家屋を取り壊した人又は取り壊す予定の
ある人は、税務課まで連絡くださいます
ようお願いします。
▼問い合せ先＝
税務課　資産税係　1%6９１２３


